
 
 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

生活支援部医療保険課 

 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

令和８年度国民健康保険の保険料率について、東京都が算定する

国民健康保険事業納付金等に基づき定めるとともに、関係法令の改

正に伴い、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

(1)  基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の 

保険料率等を改正するとともに子ども・子育て支援納付金賦課額 

の保険料率等を新設する。 

(2)  均等割額の軽減措置について、５割軽減に使われる判定所得を３

０万５千円から３１万円に、２割軽減に使われる判定所得を５６

万円から５７万円に、それぞれ引き上げる。 

 

[令和８年度保険料率等] 

 基礎(医療)分  後期支援金分 介護納付金分 子ども支援 金分  

保 

険 

料 

等 

所得割 7.51％ 2.80％ 2.43％ 0.27％ 

均等割 47,600円 17,600円 17,800円 1,873円 

減 額 

する額 

７割 33,320円 12,320円 12,460円 1,312円 

５割 23,800円 8,800円 8,900円 937円 

２割 9,520円 3,520円 3,560円 375円 

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円 

※下線部が変更点。 

※子ども分均等割額は１８歳以上被保険者均等割額を含む。 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 

資料 1
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江東区国民健康保険条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第１４条 （略） 第１条～第１４条 （略） 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第１４条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世

帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課

額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号。以下「法施行令」という。）第

２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課

額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援

金等賦課額（同項第２号に規定する後期高齢

者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並び

に介護納付金賦課被保険者（同項第３号に規

定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下

同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同

号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下

同じ。）の合算額とする。 

第１４条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世

帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課

額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号。以下「法施行令」という。）第

２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課

額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援

金等賦課額（同項第２号に規定する後期高齢

者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）、世

帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者

（同項第３号に規定する介護納付金賦課被保

険者をいう。以下同じ。）につき算定した介

護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金

賦課額をいう。以下同じ。）並びに世帯主の

世帯に属する被保険者につき算定した子ど

も・子育て支援納付金賦課額（同項第４号に

規定する子ども・子育て支援納付金賦課額を

いう。以下同じ。）の合算額とする。 

（基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第１４条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課

額（第１９条の２、第１９条の４及び第１９

条の５の規定により基礎賦課額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額すること

となる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。 

第１４条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課

額（第１９条の２、第１９条の４及び第１９

条の５の規定により基礎賦課額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額すること

となる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ 法附則第７条の規定により読み替えら

れた法第７５条の７第１項の国民健康保

険事業費納付金（以下単に「国民健康保

険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用（東京都（以下「都」という。）

の国民健康保険に関する特別会計におい

イ 法附則第７条の規定により読み替えら

れた法第７５条の７第１項の国民健康保

険事業費納付金（以下単に「国民健康保

険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用（東京都（以下「都」という。）

の国民健康保険に関する特別会計におい
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て負担する高齢者医療確保法第１１８条

の規定による後期高齢者支援金等（以下

単に「後期高齢者支援金等」という。）

及び同法附則第７条の規定による病床転

換支援金等（以下単に「病床転換支援金

等」という。）並びに介護保険法（平成

９年法律第１２３号）の規定による納付

金（以下「介護納付金」という。）の納

付に要する費用に充てる部分を除く。）

の額 

て負担する高齢者医療確保法第１１８条

の規定による後期高齢者支援金等（以下

単に「後期高齢者支援金等」という。）

及び同法附則第７条の規定による病床転

換支援金等（以下単に「病床転換支援金

等」という。）、介護保険法（平成９年

法律第１２３号）の規定による納付金（以

下「介護納付金」という。）並びに子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）の規定による納付金（以下「子ど

も・子育て支援納付金」という。）の納付

に要する費用に充てる部分を除く。）の

額 

ウ～オ （略） ウ～オ （略） 

カ アからオまでに掲げるもののほか、区

の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用のうち都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等、病床転換支援金等及び介護

納付金の納付に要する費用に充てる部分

並びに国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。）の額 

カ アからオまでに掲げるもののほか、区

の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用のうち都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等及び病床転換支援金等、介護

納付金並びに子ども・子育て支援納付金

の納付に要する費用に充てる部分並びに

国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）の額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ 法附則第７条の規定により読み替えら

れた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（都の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等、病床転換支援金等及び介

護納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて同じ。）

に係るものを除く。）及び同条の規定に

より貸し付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）の額 

イ 法附則第７条の規定により読み替えら

れた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（都の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等、介

護納付金並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。以下このイにおいて同じ。）に係る

ものを除く。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係るもの

を除く。）の額 
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ウ （略） ウ （略） 

エ アからウまでに掲げるもののほか、区

の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用のうち都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等、病床転換支援金等及び介護

納付金の納付に要する費用に充てる部分

並びに国民健康保険の事務の執行に要す

る費用を除く。）のための収入（法第７

２条の３第１項、第７２条の３の２第１

項及び第７２条の３の３第１項の規定に

よる繰入金を除く。）の額 

エ アからウまでに掲げるもののほか、区

の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用のうち都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等及び病床転換支援金等、介護

納付金並びに子ども・子育て支援納付金

の納付に要する費用に充てる部分並びに

国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）のための収入（法第７２条の

３第１項、第７２条の３の２第１項及び

第７２条の３の３第１項の規定による繰

入金を除く。）の額 

第１４条の４ （略） 第１４条の４ （略） 

（基礎賦課額の所得割額の算定） （基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１５条 前条の所得割額は、被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額（同法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第８項又は第１１項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第３１

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附

則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の

金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

第１５条 前条の所得割額は、被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額（同法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第８項又は第１１項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第３１

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附

則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の

金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第
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１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法第３２条

第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の

３第１５項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１

１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互

免除法」という。）第８条第２項（外国居住

者等所得相互免除法第１２条第５項及び第１

６条第２項において準用する場合を含む。第

１９条の２第１項第１号において同じ。）に

規定する特例適用利子等の額、外国居住者等

所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等

所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条

第３項において準用する場合を含む。同号に

おいて同じ。）に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の合計額か

ら地方税法第３１４条の２第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に第１５条の４の所得割

の保険料率を乗じて算定する。 

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法第３２条

第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の

３第１５項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１

１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互

免除法」という。）第８条第２項（外国居住

者等所得相互免除法第１２条第５項及び第１

６条第２項において準用する場合を含む。第

１９条の２第１項第１号において同じ。）に

規定する特例適用利子等の額、外国居住者等

所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等

所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条

第３項において準用する場合を含む。同号に

おいて同じ。）に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の合計額か

ら地方税法第３１４条の２第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に第１５条の４第１号の

所得割の保険料率を乗じて算定する。 
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２ （略） ２ （略） 

第１５条の２・第１５条の３ （略） 第１５条の２・第１５条の３ （略） 

（基礎賦課額の保険料率） （基礎賦課額の保険料率） 

第１５条の４ 基礎賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。 

第１５条の４ 基礎賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。 

(1) 所得割 １００分の７．７１（基礎賦課

総額の１００分の５９に相当する額を被保

険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込

額（法施行令第２９条の７第２項第４号た

だし書に規定する場合にあっては、国民健

康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第３２条

の９に規定する方法により補正された後の

金額）の総額で除して得た数） 

(1) 所得割 １００分の７．５１（基礎賦課

総額の１００分の５８に相当する額を被保

険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込

額（法施行令第２９条の７第２項第４号た

だし書に規定する場合にあっては、国民健

康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第３２条

の９に規定する方法により補正された後の

金額）の総額で除して得た数） 

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

４万７，３００円（基礎賦課総額の１００

分の４１に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の２か年度の各年度における

被保険者の数等を勘案して算定した数で除

して得た額） 

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

４万７，６００円（基礎賦課総額の１００

分の４２に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の２か年度の各年度における

被保険者の数等を勘案して算定した数で除

して得た額） 

第１５条の５～第１５条の７ （略） 第１５条の５～第１５条の７ （略） 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１５条の８ 第１４条の４の基礎賦課額は、

６６万円を超えることができない。 

第１５条の８ 第１４条の４の基礎賦課額は、

６７万円を超えることができない。 

第１５条の９・第１５条の１０ （略） 第１５条の９・第１５条の１０ （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

第１５条の１１ 前条の所得割額は、被保険者

に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に次条の所得割

の保険料率を乗じて算定する。 

第１５条の１１ 前条の所得割額は、被保険者

に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に次条第１号の

所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１５条の１２ 後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

第１５条の１２ 後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 １００分の２．６９（後期高齢

者支援金等賦課総額の１００分の５７に相

当する額を被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所

(1) 所得割 １００分の２．８０（後期高齢

者支援金等賦課総額の１００分の５７に相

当する額を被保険者に係る賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所
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得金額等の見込額（法施行令第２９条の７

第３項第４号ただし書に規定する場合にあ

っては、省令第３２条の９の２に規定する

方法により補正された後の金額）の総額で

除して得た数） 

得金額等の見込額（法施行令第２９条の７

第３項第４号ただし書に規定する場合にあ

っては、省令第３２条の９の２に規定する

方法により補正された後の金額）の総額で

除して得た数） 

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

１万６，８００円（後期高齢者支援金等賦

課総額の１００分の４３に相当する額を当

該年度の前年度及びその直前の２か年度の

各年度における被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額） 

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

１万７，６００円（後期高齢者支援金等賦

課総額の１００分の４３に相当する額を当

該年度の前年度及びその直前の２か年度の

各年度における被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額） 

第１５条の１３～第１６条の２ （略） 第１５条の１３～第１６条の２ （略） 

（介護納付金賦課額の所得割額の算定） （介護納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の３ 前条の所得割額は、介護納付金

賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に

次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

第１６条の３ 前条の所得割額は、介護納付金

賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に

次条第１号の所得割の保険料率を乗じて算定

する。 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る

介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る

介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

(1) 所得割 １００分の２．２５（介護納付

金賦課総額の１００分の５７に相当する額

を介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後

の総所得金額等の見込額（法施行令第２９

条の７第４項第４号ただし書に規定する場

合にあっては、省令第３２条の１０に規定

する方法により補正された後の金額）の総

額で除して得た数） 

(1) 所得割 １００分の２．４３（介護納付

金賦課総額の１００分の５７に相当する額

を介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後

の総所得金額等の見込額（法施行令第２９

条の７第４項第４号ただし書に規定する場

合にあっては、省令第３２条の１０に規定

する方法により補正された後の金額）の総

額で除して得た数） 

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

１万６，６００円（介護納付金賦課総額の

１００分の４３に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２か年度の各年度に

おける介護納付金賦課被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額） 

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

１万７，８００円（介護納付金賦課総額の

１００分の４３に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２か年度の各年度に

おける介護納付金賦課被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額） 

（介護納付金賦課限度額） （介護納付金賦課限度額） 

第１６条の５ 第１６条の２の賦課額は、１７

万円を超えることができない。 

第１６条の５ 第１６条の２の介護納付金賦課

額は、１７万円を超えることができない。 
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 （子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

（加える） 第１６条の６ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額（第１９条の２、第

１９条の４、第１９条の５及び第１９条の６

の規定により子ども・子育て支援納付金賦課

額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」と

いう。）は、第１号に掲げる額の見込額から

第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基

準として算定した額とする。 

 (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（都の国民健

康保険に関する特別会計において負担す

る子ども・子育て支援納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。次号にお

いて同じ。）の額 

 イ 第１９条の６の規定により子ども・子

育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

額を減額するものとした場合に減額する

こととなる額の総額 

 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 法附則第７条の規定により読み替えら

れた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものに限る。）

及び同条の規定により貸し付けられる貸

付金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）の額 

 イ アに掲げるもののほか、区の国民健康

保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用

に限る。）のための収入（法第７２条の

３第１項、第７２条の３の２第１項及び

第７２条の３の３第１項の規定による繰

入金を除く。）の額 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額） 

（加える） 第１６条の７ 保険料の賦課額のうち子ども・
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子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属す

る被保険者につき算定した所得割額及び被保

険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に

属する１８歳以上被保険者（法施行令第２９

条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被

保険者をいう。以下同じ。）につき算定した

１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算し

た額とする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額

の算定） 

（加える） 第１６条の８ 前条の所得割額は、被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等に次条第１号の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

（加える） 第１６条の９ 子ども・子育て支援納付金賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

 (1) 所得割 １００分の０．２７（子ども・

子育て支援納付金賦課総額から、第１６条

の６第１号イに掲げる額の見込額から同号

イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を控除した額（以下「子ども・

子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定

に係る額」という。）の１００分の５６に

相当する額を被保険者に係る賦課期日の属

する年の前年の所得に係る基礎控除後の総

所得金額等の見込額（法施行令第２９条の

７第５項第４号ただし書に規定する場合に

あっては、省令第３２条の１０の２に規定

する方法により補正された後の金額）の総

額で除して得た数） 

 (2) 被保険者均等割 被保険者１人につき 

１，８００円（子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率の算定に係る額の１００

分の４４に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の２か年度の各年度における

被保険者の数等を勘案して算定した数で除

して得た額） 

 (3) １８歳以上被保険者均等割 被保険者１

人につき ７３円（第１６条の６第１号イ
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に掲げる額の見込額から同号イに係る同条

第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における１８歳以上被保険者の数

等を勘案して算定した数で除して得た額） 

 （子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

（加える） 第１６条の１０ 第１６条の７の子ども・子育

て支援納付金賦課額は、３万円を超えること

ができない。 

第１７条・第１８条 （略） 第１７条・第１８条 （略） 

（普通徴収に係る保険料の納付額） （普通徴収に係る保険料の納付額） 

第１８条の２ 前条第１項の各納期の納付額

は、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課

額並びに介護納付金賦課額のそれぞれの１０

分の１の額の合算額とする。 

第１８条の２ 前条第１項の各納期の納付額

は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、

介護納付金賦課額及び子ども・子育て支援納

付金賦課額のそれぞれの１０分の１の額の合

算額とする。 

２ 前項の規定により算出した基礎賦課額及び

後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金

賦課額のそれぞれの１０分の１の額に１０円

未満の端数があるときは、その端数金額はす

べて最初の納期の納付額に合算するものとす

る。 

２ 前項の規定により算出した基礎賦課額、後

期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額

及び子ども・子育て支援納付金賦課額のそれ

ぞれの１０分の１の額に１０円未満の端数が

あるときは、その端数金額はすべて最初の納

期の納付額に合算するものとする。 

第１８条の３ （略） 第１８条の３ （略） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又

は被保険者数の異動等があった場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又

は被保険者数の異動等があった場合） 

第１９条 保険料の賦課期日後に納付義務が発

生した場合、１世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少した場合、１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった

場合又は法施行令第２９条の７の２第２項に

規定する特例対象被保険者等（以下「特例対

象被保険者等」という。）となった場合にお

ける当該納付義務者に係る第１４条の４の

額、第１５条の１０の額若しくは第１６条の

２の額又は次条各号に定める額、第１９条の

４各号に定める額若しくは第１９条の５第１

項各号に定める額の算定は、それぞれ、その

納付義務が発生した日、被保険者数が増加若

しくは減少した日（法第６条第１号から第８

第１９条 保険料の賦課期日後に納付義務が発

生した場合、１世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少した場合、１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった

場合又は法施行令第２９条の７の２第２項に

規定する特例対象被保険者等（以下「特例対

象被保険者等」という。）となった場合にお

ける当該納付義務者に係る第１４条の４の

額、第１５条の１０の額、第１６条の２の額

若しくは第１６条の７の額又は次条各号に定

める額、第１９条の４各号に定める額、第１

９条の５第１項各号に定める額若しくは第１

９条の６に定める額の算定は、それぞれ、そ

の納付義務が発生した日、被保険者数が増加
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号までの規定のいずれかに該当したことによ

り被保険者数が減少した場合においては、そ

の減少した日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。）、１世帯に属する被保険

者が介護納付金賦課被保険者となった若しく

は介護納付金賦課被保険者でなくなった日又

は特例対象被保険者等となった若しくは特例

対象被保険者等でなくなった日の属する月か

ら、月割をもって行う。 

若しくは減少した日（法第６条第１号から第

８号までの規定のいずれかに該当したことに

より被保険者数が減少した場合においては、

その減少した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。）、１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった

日又は特例対象被保険者等となった若しくは

特例対象被保険者等でなくなった日の属する

月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した

場合における当該納付義務者に係る第１４条

の４の額、第１５条の１０の額若しくは第１

６条の２の額又は次条各号に定める額、第１

９条の４各号に定める額若しくは第１９条の

５第１項各号に定める額の算定は、その納付

義務が消滅した日（法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当したことによ

り納付義務が消滅した場合においては、その

消滅した日が月の初日であるときに限り、そ

の前日とする。）の属する月の前月まで、月

割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した

場合における当該納付義務者に係る第１４条

の４の額、第１５条の１０の額、第１６条の

２の額若しくは第１６条の７の額又は次条各

号に定める額、第１９条の４各号に定める額、

第１９条の５第１項各号に定める額若しくは

第１９条の６に定める額の算定は、その納付

義務が消滅した日（法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当したことによ

り納付義務が消滅した場合においては、その

消滅した日が月の初日であるときに限り、そ

の前日とする。）の属する月の前月まで、月

割をもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務者

に対して課する保険料の額は、第１４条の４

の基礎賦課額から、それぞれ当該各号のアに

定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６６万円を超える場合には、６６万円）

及び第１５条の１０の後期高齢者支援金等賦

課額から、それぞれ当該各号のイに定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が２

６万円を超える場合には、２６万円）並びに

第１６条の２の介護納付金賦課額から、それ

ぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円を超える

場合には、１７万円）の合算額とする。 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務者

に対して課する保険料の額は、第１４条の４

の基礎賦課額から、それぞれ当該各号のアに

定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６７万円を超える場合には、６７万

円）、第１５条の１０の後期高齢者支援金等

賦課額から、それぞれ当該各号のイに定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が

２６万円を超える場合には、２６万円）、第

１６条の２の介護納付金賦課額から、それぞ

れ当該各号のウに定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場

合には、１７万円）及び第１６条の７の子ど

も・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ

当該各号のエ及びオに定める額を減額して得

た額（当該減額して得た額が３万円を超える

場合には、３万円）の合算額とする。 
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(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者及び特定

同一世帯所属者（法第６条第８号に該当し

たことにより被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した日の前日以

後継続して同一の世帯に属する者をいう。

以下同じ。）につき算定した地方税法第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額

（同法第３１７条の２第１項第２号に規定

する青色専従者給与額又は同法第３１３条

第５項に規定する事業専従者控除額につい

ては、同条第３項、第４項又は第５項の規

定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第５７条第１項、第３項又は第

４項の規定の例によらないものとし、地方

税法第３１４条の２第１項に規定する山林

所得金額及び他の所得と区分して計算され

る所得の金額（同法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６第８項

又は第１１項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同

法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第

３５条の４の２第７項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、外国居住

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者及び特定

同一世帯所属者（法第６条第８号に該当し

たことにより被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した日の前日以

後継続して同一の世帯に属する者をいう。

以下同じ。）につき算定した地方税法第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額

（同法第３１７条の２第１項第２号に規定

する青色専従者給与額又は同法第３１３条

第５項に規定する事業専従者控除額につい

ては、同条第３項、第４項又は第５項の規

定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第５７条第１項、第３項又は第

４項の規定の例によらないものとし、地方

税法第３１４条の２第１項に規定する山林

所得金額及び他の所得と区分して計算され

る所得の金額（同法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６第８項

又は第１１項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同

法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第

３５条の４の２第７項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、外国居住
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者等所得相互免除法第８条第２項に規定す

る特例適用利子等の額、同条第４項に規定

する特例適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第１２項に規

定する条約適用配当等の額をいう。以下こ

の条において同じ。）の算定についても同

様とする。以下この条において同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属す

る被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条

第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第２８条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する

給与等の収入金額が５５万円を超える者に

限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に地方税法第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５

歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が１１０万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の

数の合計数（以下この号、次号及び第３号

において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

者等所得相互免除法第８条第２項に規定す

る特例適用利子等の額、同条第４項に規定

する特例適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第１２項に規

定する条約適用配当等の額をいう。以下こ

の条において同じ。）の算定についても同

様とする。以下この条において同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属す

る被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条

第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第２８条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する

給与等の収入金額が５５万円を超える者に

限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に地方税法第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５

歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が１１０万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の

数の合計数（以下この号、次号及び第３号

において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

被保険者１人につき ３万３，１１０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

被保険者１人につき ３万３，３２０円 
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イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保

険者均等割額 被保険者１人につき １

万１，７６０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保

険者均等割額 被保険者１人につき １

万２，３２０円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人につき １万１，６

２０円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人につき １万２，４

６０円 

（加える） エ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１人につ

き １，２６０円 

（加える） オ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係

る１８歳以上被保険者均等割額 被保険

者１人につき ５２円 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額をいう。次

号において同じ。）に３０万５，０００円

に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合にはそ

の発生した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加

算した金額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者であって前号に該当する者以外

の者 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額をいう。次

号において同じ。）に３１万円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在においてその世帯に属す

る被保険者の数及び特定同一世帯所属者の

数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

被保険者１人につき ２万３，６５０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

被保険者１人につき ２万３，８００円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保

険者均等割額 被保険者１人につき 

８，４００円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保

険者均等割額 被保険者１人につき 

８，８００円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人につき ８，３００

円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人につき ８，９００

円 

（加える） エ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１人につ

き ９００円 
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（加える） オ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係

る１８歳以上被保険者均等割額 被保険

者１人につき ３７円 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額に５６

万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において

その世帯に属する被保険者の数及び特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する

者以外の者 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額に５７

万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において

その世帯に属する被保険者の数及び特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する

者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

被保険者１人につき ９，４６０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

被保険者１人につき ９，５２０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保

険者均等割額 被保険者１人につき 

３，３６０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保

険者均等割額 被保険者１人につき 

３，５２０円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人につき ３，３２０

円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人につき ３，５６０

円 

（加える） エ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１人につ

き ３６０円 

（加える） オ 子ども・子育て支援納付金賦課額に係

る１８歳以上被保険者均等割額 被保険

者１人につき １５円 

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例） 

第１９条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合における第１５条第

１項及び前条の規定の適用については、第１

５条第１項中「規定する総所得金額」とある

のは「規定する総所得金額（特例対象被保険

者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、同条第２

項の規定によって計算した金額の１００分の

第１９条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合における第１５条第

１項、第１５条の１１、第１６条の３及び第

１６条の８並びに前条及び第１９条の５の規

定の適用については、第１５条第１項中「規

定する総所得金額」とあるのは「規定する総

所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額

に所得税法第２８条第１項に規定する給与所

得が含まれている場合においては、当該給与
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３０に相当する金額によるものとする。第２

項において同じ。）」と、「所得の金額（同

法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、

前条第１号中「総所得金額（同法」とあるの

は「総所得金額（特例対象被保険者等の総所

得金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、同条第２項

の規定によって計算した金額の１００分の３

０に相当する金額によるものとする。地方税

法」とする。 

所得については、同条第２項の規定によって

計算した金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。第２項において同じ。）」

と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得

の金額（地方税法」と、前条第１号中「総所

得金額（同法」とあるのは「総所得金額（特

例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が

含まれている場合においては、当該給与所得

については、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額に

よるものとする。地方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１９条の４ 当該年度において、納付義務者

の属する世帯に６歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「未就

学児」という。）がある場合における当該未

就学児に係る当該年度分の被保険者均等割額

（第１９条の２に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

第１９条の４ 当該年度において、納付義務者

の属する世帯に６歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「未就

学児」という。）がある場合における当該未

就学児に係る当該年度分の被保険者均等割額

（第１９条の２に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

(1) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

(1) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 第１９条の２第１号アに規定する金額

を減額した世帯 ７，０９５円 

ア 第１９条の２第１号アに規定する金額

を減額した世帯 ７，１４０円 

イ 第１９条の２第２号アに規定する金額

を減額した世帯 １万１，８２５円 

イ 第１９条の２第２号アに規定する金額

を減額した世帯 １万１，９００円 

ウ 第１９条の２第３号アに規定する金額

を減額した世帯 １万８，９２０円 

ウ 第１９条の２第３号アに規定する金額

を減額した世帯 １万９，０４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

 ２万３，６５０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

 ２万３，８００円 

(2) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次に定

める額 

(2) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次に定

める額 

ア 第１９条の２第１号イに規定する金額

を減額した世帯 ２，５２０円 

ア 第１９条の２第１号イに規定する金額

を減額した世帯 ２，６４０円 
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イ 第１９条の２第２号イに規定する金額

を減額した世帯 ４，２００円 

イ 第１９条の２第２号イに規定する金額

を減額した世帯 ４，４００円 

ウ 第１９条の２第３号イに規定する金額

を減額した世帯 ６，７２０円 

ウ 第１９条の２第３号イに規定する金額

を減額した世帯 ７，０４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

 ８，４００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

 ８，８００円 

（加える） (3) 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ未就学児１人について次

に定める額 

 ア 第１９条の２第１号エに規定する金額

を減額した世帯 ２７０円 

 イ 第１９条の２第２号エに規定する金額

を減額した世帯 ４５０円 

 ウ 第１９条の２第３号エに規定する金額

を減額した世帯 ７２０円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 ９００円 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第１９条の５ 当該年度において、世帯に出産

被保険者（法施行令第２９条の７第５項第８

号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義

務者に対して課する所得割額及び被保険者均

等割額（第１９条の２に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額（当該減額して得た額が、第１

５条の８、第１５条の１６及び第１６条の５

に定める額を超える場合には、当該額）とす

る。 

第１９条の５ 当該年度において、世帯に出産

被保険者（法施行令第２９条の７第６項第８

号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義

務者に対して課する所得割額並びに被保険者

均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額

（第１９条の２に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割

額）は、当該所得割額並びに被保険者均等割

額及び１８歳以上被保険者均等割額から、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が、第１５条の８、第１５条の１６、

第１６条の５及び第１６条の１０に定める額

を超える場合には、当該額）とする。 

(1) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険

者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該

年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を

乗じて得た額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の出産の予定日（省令第３２条

(1) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険

者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該

年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を

乗じて得た額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の出産の予定日（省令第３２条
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の１０の２各号で定める場合にあっては、

出産の日。第２５条の６第１項及び第２項

において同じ。）の属する月（以下この号

において「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下この項に

おいて「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

の１０の３各号で定める場合にあっては、

出産の日。第２５条の６第１項及び第２項

において同じ。）の属する月（以下この号

において「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下この項に

おいて「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

（加える） (7) 子ども・子育て支援納付金賦課額の所得

割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後

の総所得金額等に当該年度分の子ども・子

育て支援納付金賦課額の所得割の保険料率

を乗じて得た額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

（加える） (8) 子ども・子育て支援納付金賦課額に係る

被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者

均等割額 当該年度分の子ども・子育て支

援納付金賦課額の被保険者均等割額及び１

８歳以上被保険者均等割額（第１９条の２

に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割

額及び１８歳以上被保険者均等割額）に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

２ （略） ２ （略） 

 （１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者の被保険者均等割額の減額） 

（加える） 第１９条の６ 当該年度において、その世帯に

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「１８歳未満被保険

者」という。）がある場合における当該１８

歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額

は、第１６条の９第２号の被保険者均等割の

保険料率に相当する額（第１９条の２各号、

第１９条の４第３号及び前条第８号の規定に

より当該１８歳未満被保険者に係る当該年度
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分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額に相当する額を減額するものと

した場合にあっては、当該減額後の額）から

当該保険料率に相当する額を控除して得た額

とする。 

第２０条～第３１条 （略） 第２０条～第３１条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の第１４条の２、第

１４条の３、第１５条の４、第１５条の８、

第１５条の１２、第１６条の４、第１６条の

６から第１６条の１０まで、第１８条の２及

び第１９条から第１９条の６までの規定は、

令和８年度以後の年度分の保険料について適

用し、令和７年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による。 
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